
議
会
用
語
の

議
会
用
語
の

　
　
ミ
ニ
知
識

　
　
ミ
ニ
知
識

議
会
の
会
議
に
は
、
大

き
く
分
け
て
本
会
議
と
委

員
会
が
あ
り
ま
す
。

本
会
議
と
は
、
議
員
全

員
で
構
成
す
る
会
議
の
こ

と
を
い
い
、年
4
回
3
月
、

6
月
、
9
月
、
12
月
に
開

催
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
て

臨
時
会
も
開
催
さ
れ
ま

す
。
議
会
と
し
て
の
権
限

や
能
力
は
本
会
議
に
認
め

ら
れ
る
も
の
で
、
議
会
の

議
決
、
承
認
、
同
意
な
ど

は
、
こ
の
本
会
議
で
行
わ

な
け
れ
ば
法
的
な
効
力
は

あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
に
比
べ
委
員
会

は
、
議
会
の
内
部
組
織
と

し
て
、
議
員
の
一
部
を
も

っ
て
構
成
す
る
会
議
の
こ

と
を
い
い
、
議
会
の
運
営

を
協
議
す
る
議
会
運
営
委

員
会
の
他
に
綾
瀬
市
に

は
、
3
つ
の
常
任
委
員
会

と
基
地
政
策
特
別
委
員
会

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の

委
員
会
は
、
本
会
議
で
の

審
議
の
予
備
的
審
査
、
調

査
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ

る
も
の
で
す
。

り
を
支
援
し
て
い
る
。ま
た
、認
可

保
育
園
に
対
し
て
、
定
員
や
在
園

児
の
人
数
に
応
じ
、
月
額
１
人
当

た
り
ゼ
ロ
歳
児
は
約
24
万
円
、
１

歳
児
と
２
歳
児
は
約
15
万
円
の
保

育
所
給
付
費
を
支
給
し
て
い
る
。

●
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
に
基
づ
く
政
策
立
案

に
つ
い
て

Ｑ　

本
市
の
証
拠
に
基
づ
く
政

策
立
案（
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
）の
導
入
は
。

Ａ　

実
施
計
画
策
定
の
基
本
方

針
と
し
て
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
を
推
進
し
て

お
り
、
数
値
に
基
づ
い
た
進
行
管

理
や
自
己
評
価
を
行
っ
て
い
る
。

Ｑ　

道
の
駅
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｂ

Ｐ
Ｍ
に
基
づ
い
た
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ

ル
を
市
民
に
示
さ
な
い
か
。

Ａ　

道
の
駅
事
業
の
整
備
効
果

を
示
し
、
検
証
で
き
る
よ
う
、
市

民
に
伝
え
て
い
き
た
い
。

あ
や
せ
未
来
会
議
　
岡
　
德
行

「
道
の
駅
」
整
備
は
目
的
で
は

な
く
産
業
振
興
の
手
段
で
は

●
総
合
計
画
の
位
置
付
け
か
ら
み

た「
道
の
駅
か
ら
始
ま
る
活
性
化

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」の
推
進
に
つ
い
て

Ｑ　
「
市
民
富
ま
ず
し
て
市
富

ま
ず
」
の
考
え
方
に
基
づ
い
た
政

策
を
推
進
し
な
い
か
。

Ａ　

道
の
駅
の
早
期
整
備
を
求

め
る
産
業
界
の
方
々
か
ら
の
声

は
、道
の
駅
を
通
じ
て
、産
業
振
興

や
地
域
の
活
性
化
に
大
き
な
期
待

を
寄
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
も
の

と
認
識
し
て
い
る
。
市
民
満
足
度

調
査
で
も
、
市
の
Ｐ
Ｒ
、
地
域
経

済
の
活
性
化
に
欠
か
せ
な
い
施
設

と
し
て
、
期
待
度
も
高
い
結
果
に

な
っ
て
お
り
、
一
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
成
功
に
導
い
て
い
き
た
い
。

Ｑ　

良
い
道
の
駅
に
し
て
い
く

た
め
に
、
そ
う
あ
り
続
け
る
た
め

の
民
意
形
成
へ
の
取
り
組
み
は
。

Ａ　

令
和
５
年
度
は
、
農
業
者

団
体
や
Ｊ
Ａ
職
員
を
交
え
て
視
察

を
行
い
、
管
理
運
営
者
や
地
元
Ｊ

Ａ
の
方
と
の
意
見
交
換
を
直
接
実

施
し
た
。
今
後
も
、
関
係
団
体
と

と
も
に
学
び
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

と
併
せ
て
、
に
ぎ
わ
い
の
拠
点
と

な
る
道
の
駅
の
開
業
を
目
指
し
て

機
運
を
高
め
て
い
き
た
い
。

Ｑ　

本
市
の
耕
地
面
積
等
を
考

慮
す
る
と
広
域
行
政
の
枠
組
み
の

中
で
、
農
産
物
は
各
種
の
施
策
事

業
で
使
い
切
る
「
売
ら
な
い
６
次

産
業
化
」
を
ク
ロ
ス
セ
ク
タ
ー
の

施
策
と
し
て
考
え
な
い
か
。

Ａ　

そ
れ
ぞ
れ
の
市
民
が
広
域

連
携
の
恩
恵
を
受
け
ら
れ
る
こ
と

が
重
要
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
分

野
で
有
効
性
が
高
い
か
な
ど
、
今

後
、
調
査
研
究
を
進
め
て
い
く
。

志
政
あ
や
せ
　
古
郡
　
敏
正

大
規
模
災
害
時
に
お
け
る
避
難

所
生
活
へ
の
備
え
は
万
全
か

●
綾
瀬
市
の
大
規
模
防
災
対
策
に

つ
い
て

Ｑ　

居
住
地
域
の
指
定
避
難
所

と
は
異
な
る
自
治
会
や
地
域
へ
避

難
す
る
こ
と
は
出
来
る
の
か
。

Ａ　

市
地
域
防
災
計
画
で
は
、

避
難
先
を
制
限
す
る
規
定
は
な

く
、
災
害
発
生
時
の
状
況
等
に
応

じ
て
、
最
善
と
思
わ
れ
る
避
難
所

へ
の
避
難
は
可
能
で
あ
り
、
各
避

難
所
に
避
難
さ
れ
て
き
た
方
に
つ

い
て
は
、
分
け
隔
て
な
く
受
け
入

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

Ｑ　

避
難
所
に
お
け
る
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
保
護
の
対
策
は
ど
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
の
か
。

Ａ　

避
難
所
と
な
る
体
育
館
の

広
さ
に
合
わ
せ
、
一
避
難
所
当
た

り
50
張
か
ら
１
０
０
張
程
度
の
簡

易
テ
ン
ト
を
備
蓄
し
て
い
る
。
避

難
者
数
が
増
え
、
地
域
避
難
所
を

開
設
し
た
場
合
に
は
、
協
定
業
者

か
ら
段
ボ
ー
ル
パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン

等
の
調
達
に
努
め
て
い
く
。

●
綾
瀬
市
の
交
通
事
情
に
つ
い
て

Ｑ　

新
た
な
公
共
交
通
ニ
ー
ズ

の
対
応
が
必
要
と
考
え
る
が
、
今

の
時
代
や
綾
瀬
に
合
っ
た
次
世
代

交
通
シ
ス
テ
ム
を
考
え
な
い
か
。

Ａ　

次
世
代
型
路
面
電
車
（
Ｌ

Ｒ
Ｔ
）
や
自
動
運
転
な
ど
の
さ
ま

ざ
ま
な
次
世
代
交
通
シ
ス
テ
ム
に

は
関
心
を
持
っ
て
お
り
、
自
動
運

転
バ
ス
に
よ
る
公
道
走
行
の
実
証

実
験
や
自
走
式
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
の

実
験
施
設
を
視
察
す
る
な
ど
、
情

報
収
集
に
努
め
て
い
る
。
今
後
も

中
長
期
的
視
点
や
広
域
的
視
点
か

ら
、
本
市
の
実
情
を
踏
ま
え
導
入

の
可
能
性
を
検
証
し
て
い
く
。

志
政
あ
や
せ
　
笠
間
　
功
治

災
害
弱
者
の
方
を
守
る
た
め
の

避
難
体
制
を
整
え
な
い
か

公
明
党
　
　
　
野
田
　
広
吉

放
置
自
動
車
へ
の
対
処
は
市
民

に
寄
り
添
っ
て
い
る
の
か

あ
や
せ
未
来
会
議
　
佐
竹
　
百
里

子
育
て
世
代
へ
の
支
援
と
保
育

環
境
推
進
の
取
り
組
み
は

●
子
育
て
を
生
き
が
い
と
感
じ
ら

れ
る
ま
ち
に
す
る
に
は

Ｑ　

結
婚
や
子
育
て
の
当
事
者

と
な
る
若
い
世
代
の
価
値
観
を
理

解
し
、
子
育
て
を
生
き
が
い
と
思

え
る
取
り
組
み
を
行
わ
な
い
か
。

Ａ　

子
ど
も
・
若
者
、
子
育
て

世
代
へ
、
多
様
な
手
法
で
意
見
聴

取
を
行
い
、
意
識
や
価
値
観
な
ど

を
把
握
し
、
令
和
６
年
度
策
定
予

定
の
第
３
期
子
ど
も
子
育
て
支
援

事
業
計
画
に
反
映
し
て
い
く
。

Ｑ　

ゼ
ロ
歳
児
か
ら
２
歳
児
ま

で
保
育
園
を
利
用
せ
ず
、
自
分
で

育
て
た
い
と
考
え
る
親
へ
の
支
援

は
。ま
た
、本
市
の
保
育
園
に
お
け

る
園
児
１
人
に
か
か
る
費
用
は
。

Ａ　

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
で

各
種
講
座
を
開
催
し
、
保
育
園
を

利
用
し
な
い
保
護
者
の
仲
間
づ
く

●
放
置
自
動
車
対
応
に
つ
い
て

Ｑ　

道
路
上
に
長
期
間
放
置
さ

れ
て
い
る
自
動
車
が
あ
る
と
住
民

の
方
よ
り
相
談
を
受
け
た
が
、
放

置
自
動
車
へ
の
市
の
対
応
は
。

Ａ　

地
域
住
民
か
ら
の
通
報
や

職
員
に
よ
る
道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
な

ど
に
よ
り
発
見
し
た
場
合
、
所
轄

警
察
署
と
連
携
を
図
り
、
放
置
自

動
車
等
処
理
要
領
に
基
づ
き
、
処

理
、
対
応
を
し
て
い
る
。
放
置
自

動
車
は
、
道
路
の
維
持
管
理
に
大

き
な
支
障
と
な
る
と
と
も
に
、
地

域
の
安
全
安
心
に
大
き
く
関
わ
る

こ
と
か
ら
、
所
轄
警
察
署
と
の
連

携
や
青
色
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
に
よ

る
情
報
共
有
、
ま
た
防
犯
カ
メ
ラ

設
置
の
促
進
に
よ
り
、
安
全
な
ま

ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
く
。

Ｑ　

確
認
時
に
道
路
上
に
境
界

標
が
な
い
場
合
の
確
認
方
法
は
。

Ａ　

道
路
境
界
確
定
図
に
基
づ

き
、
道
路
用
地
に
駐
車
し
て
あ
る

か
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
並
行

し
て
境
界
標
の
復
元
を
行
う
。

Ｑ　

現
在
、
市
が
把
握
し
て
い

る
放
置
自
動
車
は
あ
る
の
か
。

Ａ　

令
和
５
年
10
月
に
地
域
住

民
か
ら
通
報
が
あ
り
、
寺
尾
本
町

で
１
台
の
放
置
自
動
車
と
思
わ
れ

る
車
両
を
把
握
し
て
い
る
。
長
期

間
の
放
置
状
況
で
は
あ
っ
た
が
、

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
が
つ
い
て
い

る
こ
と
や
、
車
両
の
状
況
か
ら
財

産
価
値
が
あ
る
と
判
断
し
、
所
轄

警
察
署
に
対
応
を
お
願
い
し
て
い

る
。
市
で
は
、
道
路
の
安
全
性
向

上
な
ど
を
考
慮
し
、
改
め
て
対
処

で
き
る
こ
と
を
整
理
す
る
な
ど
の

取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
。

●
大
規
模
災
害
発
生
時
の
市
民
の

避
難
体
制
と
避
難
所
運
営
に
つ
い
て

Ｑ　

一
次
避
難
所
へ
の
避
難
が

困
難
な
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め
想
定

さ
れ
る
方
に
は
、
福
祉
避
難
所
へ

直
接
避
難
が
で
き
る
体
制
と
避
難

所
へ
移
動
で
き
る
の
か
訓
練
を
行

う
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
か
。

Ａ　

重
度
の
障
が
い
の
あ
る
方

な
ど
は
、
福
祉
避
難
所
へ
直
接
避

難
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

適
切
な
避
難
を
す
る
た
め
に
は
、

必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

Ｑ　

避
難
所
に
来
る
こ
と
が
困

難
な
障
が
い
の
あ
る
方
に
対
し

て
、
命
を
守
る
た
め
の
安
全
確
保

策
は
検
討
し
て
い
る
の
か
。

Ａ　

適
切
な
支
援
が
で
き
る
よ

う
、
令
和
６
年
度
か
ら
個
別
避
難

計
画
の
作
成
を
進
め
て
い
く
。

市公式マスコットキャラクター
「あやぴぃ」

「
本
会
議
と

「
本
会
議
と

��

委
員
会
」

委
員
会
」

市の花「バラ」

Ｑ　

災
害
時
、
ペ
ッ
ト
と
同
じ

部
屋
で
一
緒
に
生
活
可
能
な
同
伴

避
難
に
対
す
る
市
の
考
え
は
。

Ａ　

現
在
、
一
次
避
難
所
へ
の

ペ
ッ
ト
同
行
は
可
能
だ
が
、
一
緒

に
生
活
は
で
き
な
い
。
今
後
、
ペ

ッ
ト
同
伴
避
難
専
用
の
避
難
所
に

つ
い
て
も
研
究
し
て
い
き
た
い
。

●
市
の
物
品
等
の
調
達
手
続
き
に

つ
い
て

Ｑ　

本
市
で
は
、
担
当
課
の
裁

量
で
物
品
を
購
入
で
き
る
上
限
金

額
は
１
業
種
３
万
円
で
、
近
隣
市

と
比
較
す
る
と
極
端
に
低
い
が
、

物
品
調
達
の
効
率
性
を
高
め
る
た

め
、
上
限
金
額
の
引
き
上
げ
を
検

討
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

Ａ　

近
年
の
物
価
高
騰
を
鑑

み
、
令
和
６
年
度
よ
り
３
万
円
か

ら
５
万
円
に
引
き
上
げ
を
行
う
。

令和 6年（2024年） 5 月 第203号あ　や　せ　市　議　会　だ　よ　り （ 4）


